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令和元年１０月２５日（金）午前９時３０分 開議 
 
 
第１ 会議録署名議員の指名について 
 
第２ 会期の決定について 
 
第３ 報告第６号  専決処分の報告について 

（内海庁舎解体撤去工事に係る工事請負契約の変更について） 
              （町長提出） 

 
第４ 報告第７号  専決処分の報告について 

（小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 既存建築物解体・撤去工事に

係る工事請負契約の変更について）            （町長提出） 
 
第５ 報告第８号  専決処分の報告について 

（小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 仮設道路工事に係る工事請負

契約の変更について）                   （町長提出） 
 
第６ 報告第９号  専決処分の報告について 

（草壁地区改良住宅外壁改修等工事（Ｅ工区）に係る工事請負契約の

変更について）                     （町長提出） 
 
第７ 議案第 69 号  損害賠償の額の決定について               （町長提出） 
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約について                        （町長提出） 
 
第９ 議案第 71 号  片城ポンプ場電気設備更新工事（その２）に係る工事請負契約につ

いて                          （町長提出） 
 
第 10 議案第 72 号  令和元年度小豆島町一般会計補正予算（第４号）    （町長提出） 



            開会 午前９時 27 分 

○議長（谷 康男君） おはようございます。 

 携帯電話をマナーモードに切りかえてください。 

 なお、10 月末までの間クールビズを実施することとし、ネクタイ、上着の着用は自由と

します。 

 本日は、何かと多忙のところご参集くださいましてありがとうございます。 

 本臨時会の議事日程等につきましては、先ほど開催しました議会運営委員会におきまし

てお手元に配付のとおり決定しましたので、皆様のご協力をお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、町長から臨時会招集のご挨拶があります。町長。 

○町長（松本 篤君） 本日、小豆島町議会第４回臨時会が開催されるに当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には、何かとご多用の中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。 

 さて、本臨時会では、専決処分の報告４件、契約案件２件、その他案件１件、補正予算

の審議１件をご提案させていただくことといたしております。 

 議案の内容につきましては、後ほど説明させていただきますが、十分ご審議いただき、

ご議決賜りますようお願いいたしまして、まことに簡単ではございますが、臨時会開催に

当たってのご挨拶といたします。 

○議長（谷 康男君） ただいまの出席議員は 14 名で、定足数に達しておりますので、

本日の第４回臨時会は成立いたしました。 

 これより開会します。（午前９時 30 分） 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 これより日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（谷 康男君） 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規

則第 125 条の規定により、10 番森口久士議員、11 番安井信之議員を指名しますので、よ

ろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 



 本臨時会の会期は本日１日にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会は本日１日と決定しまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 報告第６号 専決処分の報告について（内海庁舎解体撤去工事に係る工事 

             請負契約の変更について） 

  日程第４ 報告第７号 専決処分の報告について（小豆島町一般廃棄物最終処分場整 

             備 既存建築物解体・撤去工事に係る工事請負契約の変更に 

             ついて） 

  日程第５ 報告第８号 専決処分の報告について（小豆島町一般廃棄物最終処分場整 

             備 仮設道路工事に係る工事請負契約の変更について） 

  日程第６ 報告第９号 専決処分の報告について（草壁地区改良住宅外壁改修等工事 

             （Ｅ工区）に係る工事請負契約の変更について） 

○議長（谷 康男君） 次、日程第３、報告第６号から日程第６、報告第９号までの専決

処分の報告については相関する案件でありますので、あわせて報告を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 報告第６号から報告第９号工事請負契約に係る専決処分の報告に

ついてご説明を申し上げます。 

 本専決処分の報告につきましては、いずれも既に議決をいただいております工事請負契

約に関して、消費税率等の改定や工事内容の変更等により変更契約を締結する必要が生じ

たことから、地方自治法第 180 条第１項の規定に基づく町長の専決処分を行い、同条第２

項の規定により報告するものでございます。 

 詳細につきましては、順次、担当部長、担当課長から説明をいたします。 

○議長（谷 康男君） 日程第３、報告第６号専決処分の報告について内容説明を求めま

す。総務部長。 

○総務部長（松田知巳君） 報告第６号専決処分の報告についてご説明をさせていただき

ます。 

 上程議案集の１ページをお願いします。 

 本案につきましては、本年６月第２回定例会で議決いただきました内海庁舎解体撤去工

事の変更契約に係るもので、本来であれば当初契約と同様に議会の議決をいただくところ

でございますが、変更金額が 500 万円以下でありますことから、地方自治法第 180 条第１



項の規定による小豆島町長専決処分指定事項の規定による専決処分として議会に報告する

ものでございます。 

 １ページおめくりください。 

 小豆島町専決処分第５号、工事請負変更契約の締結でございます。 

 変更する契約は、１、契約の目的のとおり、内海庁舎解体撤去工事に係る工事請負に係

る契約でございます。変更契約金額は、３の契約金額のとおり、388 万 6,920 円増の 7,948

万 6,920 円でございます。変更内容につきましては、５の変更内容のとおり、埋め戻し花

崗土の増、足場防音パネルから防音シートへの変更、庁舎木ぐい引き抜き本数の増、取り

壊し発生材の運搬、処分費の増、建物内残置物処分費の増、水道仕切り弁ボックス設置の

追加でございます。また、解体用重機の性能向上により工期が短縮され、４の契約工期の

とおり、当初の令和２年１月 31 日から本年９月 30 日に変更いたしております。以上で説

明を終わります。 

○議長（谷 康男君） 次、日程第４、報告第７号及び日程第５、報告第８号専決処分の

報告について、あわせて内容説明を求めます。環境衛生課長。 

○環境衛生課長（谷本靜香君） 報告第７号及び報告第８号専決処分の報告につきまして

説明を申し上げます。 

 上程議案集の３ページをお開きください。 

 報告第７号で報告すべき専決事項は、本年第２回臨時会におきまして議決いただきまし

た小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 既存建築物解体・撤去工事に係る工事請負変更契

約の締結でございます。 

 １枚めくっていただきまして、４ページをお願いいたします。 

 専決の内容につきましては、３番の契約の金額でございますが、本件工事に関し、その

契約金額 6,372 万円を 245 万 1,600 円減額いたしまして 6,126 万 8,400 円としたものでご

ざいます。 

 変更が生じた理由につきましては、現地精査による数量の変更としておりますが、除却

により生ずる瓦れきの量が当初の見込みよりも減少したことから、その処分費用を減額し

たことが主な原因でございます。 

 なお、本件工事につきましては、消費税改定前に引き渡しを完了しておりますことから、

税率改正による契約額の影響はございません。 

 続きまして、上程議案集の５ページをご覧いただきます。 

 報告第８号につきましては、報告第７号とあわせて臨時議会におきまして議決いただき



ました小豆島町一般廃棄物最終処分場整備 仮設道路工事に係る工事請負変更契約の締結

でございます。 

 １枚めくっていただきまして、６ページをお願いいたします。 

 専決の内容につきましては、本件工事に関しまして、その契約金額 8,391 万６千円に消

費税改定によります 155 万４千円を増額いたしまして 8,547 万円としたこと、契約工期を

令和元年５月 24 日から同年 10 月９日までとするところ、79 日間延長し、12 月 27 日に

変更するものでございます。 

 変更が生じた理由につきましては、契約額の変更にあっては消費税率の改定、工期延長

につきましては、現地精査により設計内容を再検討することとしたため、その設計期間、

施工期間を考慮したものでございます。以上、簡単ではございますが、報告第７号及び報

告第８号の説明を終わります。 

○議長（谷 康男君） 次、日程第６、報告第９号専決処分の報告について内容説明を求

めます。人権対策課長。 

○人権対策課長（山口総一郎君） 報告第９号専決処分の報告につきましてご説明申し上

げます。 

 上程議案集の７ページ、８ページをお開きください。 

 本件につきましては、９月 11 日開催の令和元年第３回定例会で議決いただきました国

道 436 号線の南側にあります草壁地区改良住宅外壁改修等工事、Ｅ工区ですが、９月 11

日に 8,478 万円で契約を交わしたところですが、消費税及び地方消費税の税率改正に伴い

契約額の変更が生じたため、結果、8,635 万円となり、当初契約額より 157 万円の増額と

なりましたことから、地方自治法第 180 条第１項の規定による小豆島町長専決処分指定事

項の議決した契約の 10％以内の変更契約でございますので、令和元年 10 月１日付で工事

請負変更契約締結について専決処分させていただいたものでございます。したがいまして、

同条第２項の規定に基づきまして議会にご報告するものでございます。以上、簡単ですが、

報告第９号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（谷 康男君） 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第６９号 損害賠償の額の決定について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第７、議案第 69 号損害賠償の額の決定についてを議題

とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第 69 号損害賠償の額の決定について提案理由のご説明を申



し上げます。 

 平成 30 年８月 27 日、介護老人保健施設うちのみにおいて発生した転倒事故に係る損額

賠償の額の決定につきまして、小豆島町介護保険施設事業の設置及び管理に関する条例第

６条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当事務長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 介護保険施設事務長。 

○介護保険施設事務長（堀内宏美君） 議案第 69 号損害賠償の額の決定についてご説明

を申し上げます。 

 上程議案集９ページをお願いいたします。 

 ただいま町長から提案理由の説明がありましたとおり、本議案は、介護老人保健施設う

ちのみで発生しました事故に係る損額賠償の額の決定につきまして議会の議決を求めるも

のでございます。 

 初めに、事故の概要でございますが、平成 30 年８月 27 日、介護老人保健施設うちのみ

におきまして、町内在住の入所者が入浴後、脱衣所へ移動していた際に足を滑らせ転倒し、

右橈骨遠位端骨折、手首の骨折の傷害を負ったものでございます。 

 このたび相手方との協議が調い、損害賠償額 80 万円で和解しようとするもので、この

金額が小豆島町介護保険施設事業の設置及び管理に関する条例第６条の規定に定める 50

万円以上であるため議会の議決を求めるものでございます。 

 なお、損害賠償につきましては、全額施設の加入の損害保険で支払う予定でございます。

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 69 号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第 69 号損害賠償の額の決定

については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第７０号 植松都市下水路２号雨水幹線新設工事（その８）に係る工 

              事請負契約について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第８、議案第 70 号植松都市下水路２号雨水幹線新設工

事（その８）に係る工事請負契約についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。

町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第 70 号植松都市下水路２号雨水幹線新設工事（その８）に

係る工事請負契約について提案理由のご説明を申し上げます。 

 本案は、植松都市下水路再整備計画に基づき、植松都市下水路２号雨水幹線新設工事（そ

の８）に係る工事請負契約につきまして、地方自治法第 96 条第１項第５号の規定により

議会の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 議案第 70 号植松都市下水路２号雨水幹線新設工事（その８）

に係る工事請負契約につきましてご説明いたします。 

 上程議案集 11 ページをお開きください。 

 提案理由につきましては、この工事は、安田、植松地区の慢性的な浸水被害を解消する

ため、平成 18 年度に策定した植松都市下水路再整備計画に基づき、平成 19 年度より再整

備事業に着手しております継続事業で、今回、雨水排水用の管渠を 72.46 メーター布設す

るものでございます。 

 予定価格が５千万円を超えますことから、小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条及び地方自治法第 96 条第１項第５号の規定により議

会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的は、植松都市下水路２号雨水幹線新設工事（その８）でございます。２、

契約の方法は、指名競争入札による契約でございます。３、契約金額は 7,062 万円でござ

います。４、契約の相手方は、香川県小豆郡小豆島町木庄甲 255 番地、秋田工業株式会社

代表取締役秋田哲典でございます。 

 12 ページをお開きください。 



 工事の概要でございます。 

 １、工事名、２、契約金額、３、落札業者は、先ほど説明したとおりでございます。４、

工期は、町が指定する日からとし、本議会の承認の日から令和２年３月 31 日までです。

５、工事概要は、雨水管渠の布設工事で、布設延長が 72.46 メートル、仮設工として矢板

を使用いたします。附帯工は、道路の舗装と水路の撤去と復旧でございます。６、入札業

者は、指名を行った業者は 11 社で、参加業者は 10 社、辞退が１社でございます。 

 次に、13 ページの位置図をご覧ください。 

 図面下が内海湾で、上が北となっております。薄い赤色は国道 436 号です。工事区間に

つきましては、赤の区間で、図面左上が拡大図となっております。吉本弘文堂の横の町道

植松４号線から町道草壁安田中央線のマルヨシセンター駐車場前までの区間となっており

ます。灰色は既に終わっている区間で、下流側に安田ポンプ場があります。緑は令和２年

度に行う区間でございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいた

します。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 70 号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第 70 号植松都市下水路２号

雨水幹線新設工事（その８）に係る工事請負契約については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第７１号 片城ポンプ場電気設備更新工事（その２）に係る工事請負 

              契約について 

○議長（谷 康男君） 次、日程第９、議案第 71 号片城ポンプ場電気設備更新工事（そ

の２）に係る工事請負契約についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第 71 号片城ポンプ場電気設備更新工事（その２）に係る工

事請負契約について提案理由のご説明を申し上げます。 



 本案は、小豆島町都市下水路長寿命化計画に基づき、片城ポンプ場の電気設備を更新す

るための工事請負契約につきまして、地方自治法第 96 条第１項第５号の規定により議会

の議決を求めるものでございます。 

 詳細につきましては、担当課長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 建設課長。 

○建設課長（唐橋幹隆君） 議案第 71 号片城ポンプ場電気設備更新工事（その２）に係

る工事請負契約につきましてご説明いたします。 

 上程議案集 14 ページをお開きください。 

 提案理由につきましては、平成 27 年度に策定した小豆島町都市下水路長寿命化計画に

基づき、片城地区の浸水被害を解消するため昭和 63 年度から供用を開始した片城ポンプ

場の電気設備について、平成 30 年度から更新工事に着手している継続事業でございます。 

 予定価格が５千万円を超えますことから、小豆島町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条及び地方自治法第 96 条第１項第５号の規定により議

会の議決を求めるものでございます。 

 １、契約の目的は、片城ポンプ場電気設備更新工事（その２）でございます。２、契約

方法は、一般競争入札による契約でございます。３、契約の金額は 6,270 万円でございま

す。４、契約の相手方は、香川県高松市寿町二丁目２番７号、東芝インフラシステムズ株

式会社四国支社統括責任者寺内忍でございます。 

 15 ページをお開きください。 

 工事の概要です。 

 １、工事名、２、契約金額、３、落札業者は、先ほどご説明したとおりでございます。

４、工期は、町が指定する日からとし、本議会の承認の日から令和２年３月 31 日までで

す。５、工事概要は、低圧分岐盤、引き込み受電盤、変圧器盤、直流電源盤、低圧分岐盤

の機能増設工事でございます。６、入札業者は、１社入札でございました。入札方式は、

入札後審査型制限つき一般競争入札で、今年度から電子入札方式を採用しておりますので、

１社の入札を落札としております。 

 次に、16 ページの平面図をご覧ください。 

 図面左が２階の電気室の平面図でございます。左上の１から４を撤去し、左下の四角数

字３から６を設置することとしております。水色の四角数字１と２は平成 30 年度に更新

いたしました。緑の丸数字の６、８、９は令和２年度に更新する予定になっており、これ



で片城ポンプ場の電気設備については完了となります。以上で説明を終わります。よろし

くご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 71 号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第 71 号片城ポンプ場電気設

備更新工事（その２）に係る工事請負契約については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第７２号 令和元年度小豆島町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（谷 康男君） 次、日程第 10、議案第 72 号令和元年度小豆島町一般会計補正予

算（第４号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（松本 篤君） 議案第 72 号令和元年度小豆島町一般会計補正予算（第４号）に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

 補正予算案で追加補正をお願いいたします額は 3,710 万１千円でございます。補正の内

容といたしましては、農林水産業費 629 万円、商工費 3,081 万１千円となっております。 

 詳細につきましては、担当部長から説明いたしますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（谷 康男君） 企画振興部長。 

○企画振興部長（大江正彦君） 議案第 72 号令和元年度小豆島町一般会計補正予算（第

４号）についてご説明を申し上げます。 

 議案集の 17 ページをお願いいたします。 

 第１条は歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ 3,710 万１千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を 99 億 5,775 万１千円とするものでございます。 

 第２条は地方債の補正でございます。 

 19 ページの第２表地方債補正をご覧ください。 



 地元漁協から撤去要望のありました橘漁港の浮き桟橋につきまして、遊休資産の有効活

用を図る観点から、田浦地区の二十四の瞳映画村地先に移設し、既存の桟橋を含めまして

バリアフリー化等の改修を行い、観光施設として整備するため、その財源として 2,280 万

円の過疎対策事業債を追加しようとするものでございます。 

 補正の内容につきましては、別冊の補正予算説明書の４ページ、５ページをお願いいた

します。 

 まず、歳入の補正でございます。 

 16 款県支出金、２項４目２節林業費補助金の森林病害虫等防除事業補助金 314 万５千

円でございます。こちらは、本年９月にナラやカシなどの広葉樹が枯死するナラ枯れの発

生が、県下で初めて本町内の安田、橘、岩谷地区で確認されましたことから、被害の蔓延

を防ぐために被害木の伐倒、薬剤薫蒸などの防除作業を早急に実施することが必要となり

ました。その財源といたしまして、事業費の２分の１を県補助金として受け入れるもので

ございます。 

 次に、20 款繰越金、１項１目１節前年度繰越金 315 万６千円でございますが、こちら

は、今回の補正予算の一般財源部分に対応したものでございます。 

 次に、21 款諸収入、５項１目３節雑入の海上交通バリアフリー施設整備助成金 800 万

円でございます。こちらは、先ほど申し上げました橘漁港の浮き桟橋の移設改修事業の財

源といたしまして、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団、通称エコモ財団から

助成金の交付決定がございましたので、これを受け入れるものでございます。 

 最後に、22 款町債、１項７目１節観光施設債 2,280 万円につきましても、地方債補正で

ご説明したとおり、橘漁港浮き桟橋の移設改修事業の財源として過疎対策事業債を発行す

るものでございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費、２項１目林業振興費、13 節委託料の 629 万円でございます。こち

らは、歳入でも申し上げましたが、町内で発生が確認されましたナラ枯れの被害蔓延を防

ぐため、香川県と小豆島町が２分の１ずつを負担いたしまして、被害木の伐倒、薬剤薫蒸

処理などの防除事業を委託するものでございます。 

 次に、７款商工費、１項４目観光施設費の 3,081 万１千円でございます。こちらも、歳

入で申し上げたとおり、遊休資産の有効活用の観点から、橘漁港の浮き桟橋を二十四の瞳

映画村地先に移設し、既存の桟橋も含めましてバリアフリー改修等を行い、観光施設とし



て整備を行う事業の予算として設計委託料 506 万円、工事請負費 2,575 万１千円を計上し

たものでございます。 

 なお、財源は、エコモ財団からの助成金 800 万円、過疎対策事業債 2,280 万円を活用す

ることとしております。以上、補正額合計は 3,710 万１千円でございます。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。 

○議長（谷 康男君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 質疑がないようですから、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 討論がないようですから、討論を終わります。 

 これから採決します。 

 議案第 72 号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（谷 康男君） 異議なしと認めます。よって、議案第 72 号令和元年度小豆島町

一般会計補正予算（第４号）は原案のとおり可決されました。 

 以上で臨時会の全日程を終了しましたので、会議を閉じます。 

 これをもちまして令和元年第４回小豆島町議会臨時会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

            閉会 午前９時 55 分 
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